
明治大学特別研究者制度規程 

 

昭和５９年１１月１２日制定 

昭和５９年規程第９１号 

 

（目的・趣旨） 

第１条 明治大学（以下「本大学」という。）は，専任教員の研究活動を促

進し，教育・研究水準の向上を図るため，明治大学特別研究者（以下「特

別研究者」という。）の制度を設ける。 

（特別研究者） 

第２条 特別研究者は，授業その他の校務を免除され，一定期間研究に専念

する。 

（資格） 

第３条 特別研究者になれる者は，専任教員として就任した年度から継続し

て５年以上勤務した者とする。 

２ 第２回目以降の資格については，この規程により特別研究者となった年

度の翌年度から起算し，継続して６年以上勤務した者とする。ただし,第５

条第３項に規定する調整分による特別研究者については，この限りでない。 

（研究期間） 

第４条 研究期間は，１年以内とし，毎年度４月１日から開始する。 

２ 研究期間は，その長短にかかわらず，１回分として取り扱う。 

３ 前項の規定にかかわらず，次条第３項に規定する調整分による特別研究

は，回数には含めない。 

（割当数） 

第５条 特別研究者の割当数は，別表のとおりとする。 

２ ガバナンス研究科，グローバル・ビジネス研究科，会計専門職研究科及

び法務研究科においては，４研究科合わせての割当数とし，これに係る調

整は，専門職大学院長が行う。 

３ 別表中の調整分については，学長が研究・知財戦略機構及び学部長会の

意見を聴いて調整し，割り当てる。 

（申請） 

第６条 特別研究者に応募しようとする者は，所属する学部長又は専門職大

学院研究科長（以下「所属長」という。）に所定の申請書を提出する。 

（決定） 

第７条 特別研究者は，当該教授会で候補者を選び，研究・知財戦略機構会



議及び学部長会を経て，学長が理事会へ推薦する。 

（研究成果の報告） 

第８条 特別研究者は，研究期間終了後，３か月以内に所定の研究報告書を，

所属長を経て，学長に提出しなければならない。 

２ 学長は,前項の研究報告書を公表するものとする。 

（研究期間終了後の勤務） 

第８条の２ 特別研究者となった者は，研究期間終了後，最低３年間，本大

学の専任教員として勤務しなければならない。 

（事務所管） 

第９条 特別研究者に関する事務は，研究推進部が行う。 

（規程の改廃） 

第１０条 この規程を改廃するときは，研究・知財戦略機構会議の議を経な

ければならない。 

附 則 

１ この規程は，昭和５９年１１月１２日から施行する。 

２ 明治大学特別研究員暫定取り扱い要領（例規第６９号）は，廃止する。 

３ この規程施行前に明治大学特別研究員暫定取り扱い要領で特別研究員と

なった者（昭和６０年度特別研究員を含む。）は，この規程による特別研究

者とみなす。 

４ 昭和５９年１１月１２日改正前の研究所規程第７条の国内研究員又は同

規程第８条の特別研究員となった者は，この規程による特別研究者として，

１回取り扱われたものとみなす。 

（通達第４５１号） 

附 則（昭和６２年規程第１号） 

この規程は，昭和６２年５月１日から施行する。 

（通達第５６０号）（注 事務組織暫定規程の施行に伴う改正） 

附 則（昭和６３年規程第７号） 

この規程は，昭和６３年１１月２８日から施行する。 

（通達第６０８号）（注 別表の割当数の４年ごとの調整に伴う改正） 

附 則（昭和６３年規程第１２号） 

この規程は，１９８９年（平成元年）４月１日から施行する。 

（通達第６１７号）（注 理工学部設置に伴う別表の工学部の名称の改正及び年度表記を西

暦に改める） 

附 則（１９９１年規程第７号） 

（施行期日） 



１ この規程は，１９９２年（平成４年）４月１日から施行する。 

（割当数に関する経過措置） 

２ この規程施行の際，現に改正前の別表の規定による学部・短期大学の割

当数については，改正後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

（通達第６７８号）（注 別表の割当数の４年ごとの調整に伴う改正） 

附 則（１９９５年度規程第５号） 

（施行期日） 

１ この規程は，１９９５年（平成７年）７月１８日から施行する。 

（研究期間終了後の勤務に関する経過措置） 

２ この規程による改正後の第８条の２の規定は，１９９８年度（平成１０

年度）以後の年度の特別研究者から適用し，１９９５年度（平成７年度）

から１９９７年度（平成９年度）までの特別研究者については，なお従前

の例による。 

（割当数に関する経過措置） 

３ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る学部・短期大学の特別研究者の数については，なお従前の例による。 

（通達第８１１号）（注 特別研究者の研究終了後の勤務を義務付け，及び割当数を１９９

８年度から２００１年度までの４年間現行どおりとするための当該条項及び別表の改正） 

附 則（１９９９年度規程第１１号） 

（施行期日） 

１ この規程は，１９９９年（平成１１年）１０月２６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る学部・短期大学の特別研究者の数については，なお従前の例による。 

（通達第１０２０号）（注 別表の割当数の４年ごとの調整に伴う改正） 

附 則（２００４年度規程第１６号） 

（施行期日） 

１ この規程は，２００５年（平成１７年）１月１９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る特別研究者の数及びその取扱いについては，なお従前の例による。 

（通達第１３３１号）（注 情報コミュニケーション学部，大学院ガバナンス研究科，グロ

ーバル・ビジネス研究科，会計専門職研究科及び法科大学院の開設並びに割当数の４年ご

との調整に伴う改正） 

附 則（２００７年度規程第２１号） 



この規程は，２００７年（平成１９年）９月１０日から施行する。 

（通達第１５６２号）（注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正） 

附 則（２００８年度規程第３３号） 

（施行期日） 

１ この規程は，２００８年（平成２０年）１０月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る特別研究者の数及びその取扱いについては，なお従前の例による。 

（通達第１７３７号）（注 国際日本学部及び専門職大学院の開設並びに割当数の４年ごと

の調整に伴う改正） 

附 則（２００９年度規程第７号） 

この規程は，２００９年（平成２１年）６月１０日から施行し，改正後の

規定は，同年４月２２日から適用する。 

（通達第１８０７号）（注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正） 

附 則（２０１１年度規程第１０号） 

（施行期日） 

１ この規程は，２０１１年（平成２３年）１０月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る特別研究者の数及びその取り扱いについては，なお従前の例による。 

（通達第２０３６号）（注 別表の割当数の４年ごとの調整に伴う改正） 

附 則（２０１２年度規程第１９号） 

この規程は，２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

（通達第２１１４号）（注 総合数理学部の開設に伴う改正） 

   附 則（２０１５年度規程第２１号） 

 （施行期日） 

１ この規程は，２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る特別研究者の数及びその取扱いについては，なお従前の例による。 

（通達第２３８９号）（注 別表の割当数の４年ごとの調整に伴う改正） 

附 則（２０１７年度規程第３６号） 

 この規程は，２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

（通達第２５３８号）（注 法科大学院法務研究科を専門職大学院に位置付けることに伴う

改正） 



   附 則（２０１９年度規程第６号） 

この規程は，２０１９年７月１８日から施行し，改正後の規定は，２０２

０年度に特別研究者となる者から適用する。 

（通達第２６５０号）（注 調整分による特別研究を回数から除外すること等に伴う改正） 

   附 則（２０２０年度規程第１３号） 

 （施行期日） 

１ この規程は，２０２０年７月２３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に改正前の別表の規定により割り当てられてい

る特別研究者の数及びその取扱いについては，なお従前の例による。 

（通達第２７３７号）（注 別表の割当数の４年ごとの調整等に伴う改正） 

 



別表 学部・研究科の割当数 

年 度 

学 部・ 

研究科 

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 ４年間計 

法 学 部 ３ ２ ３ ３ １１ 

商 学 部 ３ ３ ３ ４ １３ 

政 治 経 済 学 部 ３ ４ ３ ３ １３ 

文 学 部 ３ ４ ４ ３ １４ 

理 工 学 部 ５ ５ ５ ５ ２０ 

農 学 部 ３ ２ ２ ３ １０ 

経 営 学 部 ２ ２ ２ ２ ８ 

情報コミュニケーショ

ン 学 部 
１ ２ ２ １ ６ 

国 際 日 本 学 部 ２ １ １ １ ５ 

総 合 数 理 学 部 １ ２ １ １ ５ 

ガバナンス研究科 

２ ２ ２ ２ ８ 

グローバル・ビジネ

ス 研 究 科 

会計専門職研究科 

法 務 研 究 科 

調 整 分 ２ ２ ２ ２ ８ 

計 ３０ ３１ ３０ ３０ １２１ 

（注）別表記載の割当数については，おおむね４年ごとに調整する。 



特別研究者に対する研究費助成に関する基準 

 

（趣旨） 

第１条  この基準は，基盤研究部門にかかわる研究所要綱第４条第１号に基 

づき，特別研究者に対する研究費助成に関する必要事項を定めるものとす 

る。 

（助成基準） 

第２条  特別研究者に対する助成は，次の基準による。 

１．特別研究第１種 

100 万円以上 120 万円までとする。 

ただし，①６ヶ月以上の移住をともなう学外研究機関の利用，②海外渡航， 

野外調査等を必要とするものについては，150 万円を限度として助成する 

ことができる。 

２．特別研究第２種 

70 万円以上 100 万円未満とする。 

３．特別研究第３種 

70 万円未満とする。 

（申請） 

第３条  特別研究費の申請は，原則として，特別研究実施前年度の所定の期

日までに所定の申請書を所属する研究所へ提出する。 

（調整） 

第４条  特別研究の申請件数及び申請額が三研究所間で不均衡を生じた場

合は，三研究所長が調整を図るものとする。 

（決定） 

第５条  特別研究申請の採否および研究費交付額は，各研究所運営委員会が

定める運用上の細則に基づき，審議決定する。 

（基準の改廃） 

第６条  この基準の改廃は，各研究所運営委員会の議を経なければならない。 

附  則 

この基準は， 昭和 62 年６月 17 日から施行する。 

附  則 

この基準は，2009 年（平成 21 年）７月 22 日から施行する。（注：海外渡

航費の比率を研究費の 40 パーセントを上限とすることに伴う改正） 

附  則 

この基準は，2013 年（平成 25 年）５月１日から施行する。（注：海外渡航



費の上限を撤廃することに伴う改正） 



人文科学研究所の特別研究者に対する研究費助成に関する基準の運用細則 

 

 

（趣  旨） 

１.  この細則は， 特別研究者が「特別研究者に対する研究費助成に関する基

準」（以下「助成基準」という。）に基づき，人文科学研究所から研究費の助成を

受ける場合についての必要事項を定める。 

（研究種目） 

２.  特別研究者は，次の研究種目を申請することができる。 

⑴  総合研究 

⑵  共同研究 

⑶  特別研究 

（申請の時期） 

３.  総合研究および共同研究については，それぞれ所定の募集時期に申請する

ものとする。 

⑵  特別研究については，各学部教授会において特別研究者候補者として決定

された日から，助成基準に定める締切日（実施前年度の所定の期日）までの間に，

所定の手続きにより申請しなければならない。 

（申請の制限） 

４.  特別研究は，総合研究および共同研究と重複して申請することはできない。 

（特別研究の申請基準） 

５.  特別研究の申請区分および申請金額は，次の基準による。 

⑴  第１種  申請額  100万円～120万円 

海外出張，または大規模な野外調査等を必要とする特定の研究課題について研

究を行う場合，150万円を限度として申請することができる。 

⑵  第２種  申請額  70万円～100万円未満 

⑶  第３種  申請額  70万円未満 

（特別研究の募集人員） 

６.  特別研究の募集人員は次のとおりとする。 

⑴  第１種   ２～３名程度 

⑵  第２種   １～２名程度 

⑶  第３種  若干名 

（特別研究の採否） 

７.  特別研究の申請に関する種目の調整，採否および交付額については，運営

委員会が審議決定する。なお，必要に応じて申請者に研究計画の説明を求めるこ

とがある。 



（特別研究費による海外研究調査出張） 

８.  特別研究費による海外出張については，第１種，第２種，  第３種のいず

れも，これに充当することができる。海外出張の取り扱いについては，別に定め

る。 

（研究成果の提出） 

９.  研究成果の提出については，研究期間終了年の９月末日までに提出するも

のとする。 

⑵  研究成果の提出は，次のとおりとし，紀要に掲載する。 

第１種  18,000字以上 24,000字以内 

第２種  14,000字以上 19,000字以内 

第３種  11,000字以上 14,000字以内 

（研究費の返還） 

10.  運営委員会は，研究成果提出期限を経過しても，研究成果が提出されなか

った場合または，研究成果が提出されている場合でも，人文科学研究所の査読に

関する内規第４条の基準を満たしてない場合は，当該研究員にその事由を聴取

し，運営委員会の決議を経て研究費の返還を求める。 

附  則 

１．  この細則は， 昭和 60年２月 13日から施行する。 

２．  この細則は，毎年度特別研究者募集以前に，運営委員会において検討す

る。 

附  則 

１．  この細則は， 1991年（平成３年）４月１日から施行する。（所報第 20号） 

（注  第５条の「遠隔地への」を削除） 

附  則 

１．  この細則は 1992年（平成４年）４月１日から施行する。 

（注  研究成果の原稿枚数，提出期限および掲載誌の変更） 

附  則 

１．  この細則は，2003年（平成 15年）４月１日から施行する。 

（注  研究種目の改正により，重点共同研究を削除） 

附  則 

１．  この細則は，2013年（平成 25年）  ５月１日から施行する。 

（注  研究所研究費の海外出張に関する内規の廃止により，海外出張に関わる

条文を削除） 

附  則 

（施行期日） 

１．  この細則は，2015年 12月 12日から施行する。 



2015年特別研究費の助成を受ける者から適用する。 

（注  研究費返還についての追記） 

附  則 

（施行期日） 

１.   この細則は，2017年７月 21日から施行する。 

2018年度特別研究費の助成を受ける者から適用する。 

（注 各種提出物の原稿枚数表記から文字数表記への変更，研究費返還につい

ての追記） 



 

人文科学研究所紀要成果執筆要領 

 

１.  原稿は、未発表のものに限定し、 和文または欧文とする。 

 

２.  和文の原稿は、原則として横書きと新かなづかい、当用漢字を用いることとする。 ただし、特

殊な用語、引用の場合はその限りではない。 

３.  欧文の原稿は、A4 判の用紙にダブル・スペースでタイプすることとする（１行 66 字、１ペー

ジ 28 行以内）。なお、欧文原稿の枚数は各研究（個人研究、共同研究、特別研究）毎に定められ

ている和文文字数に準じることとする。ただし 図、表、写真、レジュメ等を分量に含めるものと

する。 

４.  原稿が和文の場合は、規程文字数とは別に、500語前後の欧文概要を付するものとする。 

５.  原稿には、論文題目 と著者名を記載した表紙をつけることとし、和文には欧文を併記するもの

とする。 

６.  凸版の原図は、版下図を著者が作成するものとする。 

ただし、文字・数字および記号等は写植を依頼することができる。 

７.  図・表および写真は、B5判以内の大きさを原則とし、それぞれ縮小寸法を指定しなければなら

ない。また挿入位置を朱書きで明記することとする。 

８.  数量の単位は、原則として国際単位系とし、術語の略・記号等は所属する学会の慣例に従うこ

ととする。 

９.  注は、本文中に注番号を表示し、所属する学会の執筆要領に準じて本文の末尾に文献・注釈欄

を設けるものとする。脚注はやむをえない注釈を除き原則として避けるものとする。 

10.  校正は、原則として二校まで著者が行うものとする。校正時の論文・図版の改定は原則として

これを認めない。 

11.  運営委員会が委嘱する１～２名の査読者により査読を行う。 

附  則 

１.  この要領は 1992年 4月 1日から施行する。 

２.  この要領は 1994年 4月 1日から施行する。（注字句の修正） 

３.  この要領は 2007年 4月 1日から施行する。（査読者の人数の変更） 

４.  この要領は 2017年 7月 21 日から施行する。（原稿表記の追加及び原稿枚数表記から文字数表

記への変更） 

５.  この要領は 2022 年 8 月 1 日から施行する。改正後の第 3 条の規定は、2023 年度に開始する研

究課題 から適用する。（欧文原稿の枚数の改定） 


